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７
　

酒
類

課
税

数
量

の
推

移
（
国

税
局

分
及

び
税

関
分

の
合

計
）

(単
位

:千
kl

）

年
度

昭
和

４
５

1
,6

0
1

3
8

1
61

5
3

3
1

2
,9

8
2

6
2
7

1
3
2

5
0

2
3

9
0

5
,0

6
8

５
０

1
,7

4
7

2
2

1
22

7
3

4
1

3
,9

0
8

3
1

2
1

2
4
9

8
0

2
2

6
1

6
,2

5
0

５
５

1
,4

7
3

2
1

1
41

1
0
7

6
9

4
,5

3
3

4
7

1
8

3
5
4

1
8

0
2
4

8
2

6
,8

1
4

６
０

1
,3

5
5

2
1

3
66

2
6
0

8
0

4
,8

6
1

6
9

2
0

2
7
2

2
7

5
9
1

3
3

5
7
,4

6
4

平
成

 元
1
,3

5
3

2
2

2
09

2
0
7

9
1

6
,3

2
0

13
7

1
3

2
2
2

3
8

0
1
2
1

4
6

8
8
,7

8
8

 ２
1
,4

2
2

2
2

3
41

2
5
8

8
8

6
,5

8
6

13
2

1
4

2
1
1

4
2

0
1
5
2

4
6

8
9
,3

2
4

 ３
1
,3

7
7

2
2

2
51

2
2
1

1
0
0

6
,9

7
0

11
9

1
2

1
9
8

4
1

9
1
4
4

4
3

9
9
,5

1
5

 ４
1
,3

7
4

3
1

3
07

2
5
6

8
3

7
,0

7
8

11
2

1
2

1
8
2

4
0

4
1
4
5

3
9

9
9
,6

7
2

 ５
1
,4

2
2

4
2

3
67

2
8
9

9
3

7
,0

1
5

11
6

1
2

1
8
6

4
0

2
1
6
8

3
1

9
9
,7

9
2

 ６
1
,2

4
3

4
8

3
42

2
7
5

9
2

7
,4

1
3

14
6

1
1

1
6
8

3
6

3
1

2
2
3

3
3

1
0

1
0
,0

7
1

 ７
1
,3

1
0

5
4

3
85

3
0
0

9
5

6
,9

7
9

15
8

1
2

1
4
8

3
3

2
5
2

2
4
0

3
1

1
0

1
0
,0

0
6

 ８
1
,2

5
4

5
6

4
06

3
2
9

9
7

7
,0

1
2

17
6

1
2

1
3
5

3
2

3
5
0

2
6
2

3
0

1
1

1
0
,1

6
0

 ９
1
,1

6
2

5
4

4
20

3
2
4

1
0
6

6
,6

8
6

26
8

1
4

1
4
1

2
7

4
9
7

2
7
9

2
7

1
1

1
0
,0

1
6

１
０

1
,0

9
4

5
5

4
00

3
3
1

1
1
0

6
,1

6
5

37
0

1
5

1
3
6

2
5

1
,0

7
5

2
8
7

2
4

1
0

1
0
,0

9
5

１
１

1
,0

6
1

5
7

4
10

3
4
6

1
5
8

5
,8

2
0

27
9

1
6

1
3
1

2
3

1
,4

4
1

3
8
8

2
6

1
1

1
0
,1

6
6

１
２

9
9
9

6
1

4
25

3
5
7

1
3
5

5
,4

1
6

26
9

1
5

1
2
5

2
0

1
,7

4
6

4
0
6

2
9

1
1

1
0
,0

1
5

１
３

9
4
9

6
4

4
79

3
6
8

1
0
7

4
,8

0
8

25
9

1
3

1
1
2

1
8

2
,3

8
5

5
0
0

3
0

1
1

1
0
,1

0
4

１
４

8
9
8

6
7

4
83

3
9
5

1
0
7

4
,2

9
9

27
0

1
0

1
0
6

1
5

2
,6

4
6

5
8
7

2
9

1
2

9
,9

2
3

１
５

8
4
2

6
4

5
11

4
7
1

1
0
9

3
,9

5
5

24
8

8
9
7

1
3

2
,5

2
7

6
1
5

5
2

5
4

9
,5

6
7

１
６

7
5
3

6
4

5
19

5
3
4

1
0
8

3
,8

3
7

24
1

7
8
6

1
1

2
,3

0
8

7
3
2

8
1

2
7
2

9
,5

5
4

１
７

7
3
0

6
5

5
05

5
3
9

1
1
2

3
,6

4
2

25
7

7
8
4

1
0

1
,6

9
9

7
7
0

8
3

1
,0

4
7

9
,5

4
9

１
８

7
0
0

5
8

4
95

5
5
0

1
1
3

3
,5

2
8

23
6

1
4

8
0

9
1
,5

9
1

8
1
3

1
0
6

1
,0

6
9

9
,3

6
2

１
９

6
7
6

5
5

4
65

5
6
9

1
1
5

3
,4

6
6

23
7

1
0

7
4

9
1
,5

3
5

1
,0

6
6

1
2
9

8
5
8

9
,2

6
6

２
０

6
5
3

5
1

4
78

5
3
7

1
1
1

3
,1

9
9

24
6

7
7
6

8
1
,3

8
3

1
,3

3
7

2
1
6

7
9
0

9
,0

9
3

(注
)

品
目

ブ
ラ

ン
デ

ー
発

泡
酒

甘
味

果
実

酒
ウ

イ
ス

キ
ー

み
り

ん
ビ

ー
ル

果
実

酒
清

酒
合

成
清

酒
そ

の
他

の
醸

造
酒

等
計

４
　

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等

に
は

原
料

用
ア

ル
コ

ー
ル

を
含

み
、

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

に
は

粉
末

酒
及

び
雑

酒
を

含
む

。

１
　

本
表

は
、

主
と

し
て

「
国

税
庁

統
計

年
報

書
」
（
４

月
～

翌
年

３
月

）
に

よ
っ

た
。

２
　

品
目

は
、

平
成

1
8
年

度
改

正
後

の
酒

税
法

の
品

目
に

よ
っ

た
。

３
　

平
成

1
7
年

度
以

前
の

品
目

別
課

税
数

量
は

、
現

行
の

品
目

に
対

応
す

る
平

成
1
8
年

度
改

正
前

の
酒

税
法

の
種

類
又

は
品

目
の

課
税

数
量

で
あ

る
。

連
続

式
蒸

留
し

ょ
う

ち
ゅ

う
単

式
蒸

留
し

ょ
う

ち
ゅ

う
リ

キ
ュ

ー
ル

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等
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（７　酒類課税数量の推移（国税局分及び税関分の合計））
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      （注） その他は、合成清酒、みりん及びスピリッツ等の合計である。
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　　　　　　　年　度

平10 15 18 19 20
 品　目 対10年度比 対15年度比

kl kl kl kl kl ％ ％

1,093,723 841,631 700,475 676,053 653,053 59.7 77.6

55,007 64,275 57,522 55,475 51,418 93.5 80.0

400,155 511,423 494,828 465,448 478,444 119.6 93.6

330,751 470,545 550,438 569,374 536,939 162.3 114.1

109,709 108,518 113,005 114,524 111,409 101.5 102.7

6,164,792 3,955,480 3,527,836 3,466,420 3,199,008 51.9 80.9

369,879 247,995 236,284 237,489 245,788 66.5 99.1

14,729 8,287 13,570 9,656 7,424 50.4 89.6

135,704 96,664 79,820 73,850 76,067 56.1 78.7

24,750 13,381 9,456 8,600 7,903 31.9 59.1

1,074,734 2,526,827 1,590,804 1,535,194 1,382,751 128.7 54.7

287,343 615,134 813,304 1,066,313 1,336,983 465.3 217.3

23,625 52,391 105,678 129,357 216,275 915.4 412.8

9,867 54,226 1,069,136 857,835 789,896 8,005.4 1,456.7

10,094,768 9,566,774 9,362,161 9,265,587 9,093,364 90.1 95.1

(注)

単 式 蒸 留 し ょ う ち ゅ う

み り ん

付表　酒類課税数量の内訳表（国税局分及び税関分の合計）

清 酒

合 成 清 酒

連続式蒸留しょうちゅう

ブ ラ ン デ ー

合 計

発 泡 酒

リ キ ュ ー ル

ス ピ リ ッ ツ 等

そ の 他 の 醸 造 酒 等

ビ ー ル

果 実 酒

甘 味 果 実 酒

ウ イ ス キ ー

１　本表は、主として「国税庁統計年報書」（４月～翌年３月）によった。

２　品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。

３　平成17年度以前の品目別課税数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税数量である。

４　スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

（７　酒類課税数量の内訳表（国税局分及び税関分の合計））
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８
　

酒
類

課
税

数
量

の
推

移
（
国

税
局

分
）

(単
位

:千
kl

）

年
度

昭
和

４
５

1
,6

0
1

3
8

1
6
1

5
2

3
1

2
,9

8
1

5
2
5

1
3
0

4
0

2
3

8
0

5
,0

6
0

５
０

1
,7

4
7

2
2

1
2
2

7
3

4
1

3
,9

0
5

2
4

1
9

2
2
8

6
0

2
2

5
0

6
,2

1
4

５
５

1
,4

7
3

2
1

1
4
1

1
0
7

6
9

4
,5

2
1

3
5

1
6

3
3
2

1
2

0
2
3

7
1

6
,7

5
8

６
０

1
,3

5
5

2
1

3
6
3

2
6
0

8
0

4
,8

5
1

4
7

1
5

2
5
2

2
0

5
9
0

3
1

3
7
,3

9
4

平
成

 元
1
,3

5
3

2
2

2
0
6

2
0
7

9
1

6
,2

5
0

7
1

1
1

1
6
8

2
7

0
1
0
7

4
1

6
8
,5

5
9

 ２
1
,4

2
2

2
2

3
3
7

2
5
8

8
8

6
,4

9
0

6
8

1
2

1
6
0

2
9

0
1
3
1

4
2

6
9
,0

6
6

 ３
1
,3

7
7

2
2

2
4
7

2
2
1

1
0
0

6
,8

6
9

6
2

1
0

1
4
8

2
9

8
1
3
0

3
8

5
9
,2

6
7

 ４
1
,3

7
4

3
1

3
0
2

2
5
6

8
3

6
,9

6
6

6
0

9
1
3
8

2
9

3
1
4
0

3
5

5
9
,4

3
2

 ５
1
,4

2
1

4
2

3
5
9

2
8
9

9
3

6
,8

9
5

5
8

9
1
4
2

2
9

1
1
6
3

2
6

5
9
,5

3
4

 ６
1
,2

4
3

4
8

3
3
0

2
7
5

9
2

7
,0

8
6

6
4

8
1
2
6

2
6

2
6

2
1
6

2
7

5
9
,5

7
2

 ７
1
,3

1
0

5
4

3
6
2

3
0
0

9
5

6
,7

6
6

7
5

7
1
1
0

2
4

2
0
5

2
3
3

2
3

3
9
,5

6
8

 ８
1
,2

5
3

5
6

3
7
3

3
2
8

9
7

6
,8

4
6

8
4

7
1
0
1

2
1

3
1
8

2
5
2

2
1

4
9
,7

6
2

 ９
1
,1

6
2

5
4

3
8
1

3
2
4

1
0
6

6
,5

7
0

1
1
9

1
1

1
0
9

1
9

4
7
5

2
6
7

1
9

3
9
,6

1
9

１
０

1
,0

9
3

5
5

3
5
7

3
3
1

1
1
0

6
,0

9
6

1
4
6

1
1

1
0
4

2
0

1
,0

5
3

2
8
0

1
6

3
9
,6

7
6

１
１

1
,0

6
1

5
7

3
5
9

3
4
6

1
5
8

5
,7

7
9

1
2
0

1
3

1
0
3

1
8

1
,4

0
0

3
7
8

1
7

3
9
,8

1
0

１
２

9
9
9

6
1

3
6
5

3
5
7

1
3
4

5
,3

8
9

1
0
3

1
2

1
0
0

1
5

1
,6

9
3

3
9
5

2
0

3
9
,6

4
6

１
３

9
4
9

6
4

4
0
8

3
6
8

1
0
6

4
,7

7
8

1
0
1

1
0

8
9

1
3

2
,3

4
2

4
8
6

2
1

3
9
,7

3
8

１
４

8
9
8

6
7

4
0
4

3
9
4

1
0
6

4
,2

7
1

1
0
5

6
8
2

1
1

2
,6

0
0

5
7
1

2
0

3
9
,5

3
8

１
５

8
4
1

6
4

4
3
1

4
6
9

1
0
8

3
,9

2
9

8
9

5
7
7

1
0

2
,4

8
8

5
9
7

4
4

4
5

9
,1

9
7

１
６

7
5
3

6
4

4
3
1

5
3
2

1
0
7

3
,8

1
0

8
0

4
6
9

8
2
,2

7
8

7
1
1

7
3

2
6
1

9
,1

8
2

１
７

7
3
0

6
5

4
2
5

5
3
9

1
1
1

3
,6

1
3

9
9

4
6
7

8
1
,6

8
3

7
4
3

7
5

1
,0

3
6

9
,1

9
7

１
８

7
0
0

5
8

4
1
8

5
5
0

1
1
2

3
,4

9
9

8
1

7
6
5

7
1
,5

8
0

7
8
3

9
8

1
,0

5
8

9
,0

1
6

１
９

6
7
6

5
5

3
9
6

5
6
9

1
1
3

3
,4

4
2

8
1

6
5
9

6
1
,5

2
6

1
,0

2
3

1
2
1

8
4
8

8
,9

2
2

２
０

6
5
3

5
1

4
1
0

5
3
6

1
1
0

3
,1

7
5

8
3

4
6
3

6
1
,3

7
4

1
,2

7
0

2
0
9

7
8
1

8
,7

2
6

(注
)

品
目

２
　

品
目

は
、

平
成

1
8
年

度
改

正
後

の
酒

税
法

の
品

目
に

よ
っ

た
。

連
続

式
蒸

留
し

ょ
う

ち
ゅ

う
ウ

イ
ス

キ
ー

ブ
ラ

ン
デ

ー
計

み
り

ん
ビ

ー
ル

果
実

酒
甘

味
果

実
酒

１
　

本
表

は
、

主
と

し
て

「
国

税
庁

統
計

年
報

書
」
（４

月
～

翌
年

３
月

）
に

よ
っ

た
。

３
　

平
成

1
7
年

度
以

前
の

品
目

別
課

税
数

量
は

、
現

行
の

品
目

に
対

応
す

る
平

成
18

年
度

改
正

前
の

酒
税

法
の

種
類

又
は

品
目

の
課

税
数

量
で

あ
る

。

４
　

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等

に
は

原
料

用
ア

ル
コ

ー
ル

を
含

み
、

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

に
は

粉
末

酒
及

び
雑

酒
を

含
む

。

発
泡

酒
そ

の
他

の
醸

造
酒

等
リ

キ
ュ

ー
ル

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等

清
酒

合
成

清
酒

単
式

蒸
留

し
ょ

う
ち

ゅ
う
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（８　酒類課税数量の推移（国税局分））
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連続式蒸留しょうちゅう及び
単式蒸留しょうちゅう

ウイスキー及びブランデー

その他

果実酒及び甘味果実酒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （注） その他は、合成清酒、みりん及びスピリッツ等の合計である。
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　　　　　　　年　度

平10 15 18 19 20
品  目 対10年度比 対15年度比

kl kl kl kl kl ％ ％

1,093,488 841,404 700,369 675,944 652,980 59.7 77.6

55,000 64,275 57,522 55,475 51,418 93.5 80.0

357,105 430,810 418,353 395,632 410,377 114.9 95.3

330,604 468,890 550,018 568,975 536,477 162.3 114.4

109,709 107,651 111,910 113,319 110,042 100.3 102.2

6,096,225 3,929,362 3,499,344 3,442,082 3,174,829 52.1 80.8

146,386 88,999 81,246 80,681 83,235 56.9 93.5

11,361 4,844 7,378 5,787 4,358 38.4 90.0

104,296 77,049 64,740 59,272 62,521 59.9 81.1

19,831 9,841 6,854 6,192 6,123 30.9 62.2

1,053,216 2,488,418 1,580,079 1,526,474 1,374,096 130.5 55.2

279,527 597,231 782,782 1,023,324 1,270,033 454.4 212.7

15,668 43,560 97,591 120,750 208,711 1,332.1 479.1

3,389 44,781 1,058,159 847,906 781,129 23,049.0 1,744.3

9,675,804 9,197,111 9,016,355 8,921,813 8,726,331 90.2 94.9

(注)

３　平成17年度以前の品目別課税数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税数量である。

４　スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

ビ ー ル

果 実 酒

甘 味 果 実 酒

ウ イ ス キ ー

ブ ラ ン デ ー

合 計

単 式 蒸 留 し ょ う ち ゅ う

み り ん

１　本表は、主として「国税庁統計年報書」（４月～翌年３月）によった。

２　品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。

付表１　酒類課税数量の内訳表（国税局分）

清 酒

合 成 清 酒

連続式蒸留しょうちゅう

発 泡 酒

リ キ ュ ー ル

ス ピ リ ッ ツ 等

そ の 他 の 醸 造 酒 等

（８　酒類課税数量の推移（国税局分））
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 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

kl ％ kl ％ kl ％ kl ％ kl ％

吟 醸 洒 32,686 2.9 30,547 3.6 27,278 3.8 27,109 4.0 24,016 3.8

純 米 酒 63,651 5.7 56,616 6.7 58,121 8.2 55,205 8.1 56,660 8.9

純米吟醸酒 27,161 2.4 27,602 3.3 25,825 3.6 25,376 3.7 25,534 4.0

本 醸 造 酒 165,020 14.9 105,547 12.5 78,927 11.1 76,896 11.2 70,355 11.0

計 288,519 26.0 220,312 26.1 190,151 26.8 184,586 27.0 176,566 27.6

総移出数量 1,109,358 100.0 843,685 100.0 708,656 100.0 683,538 100.0 639,783 100.0

（注）　１　本表は、「清酒の製造状況等について」（国税庁）によった。

　　 　 ２  酒造年度は７月～翌年６月までをいう。

　　 　 

付表２　特定名称の清酒のタイプ別課税移出数量の内訳表（国税局分）

2018 19
　　　酒造年度

タイプ
10 15

0

100

200

300

400

10 15 18 19 20 年度

千kl

吟醸酒

純米酒

純米吟醸酒

本醸造酒

（８　酒類課税数量の推移（国税局分））
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（９　酒類課税数量の推移（税関分））
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      （注） その他は、合成清酒、みりん及びスピリッツ等の合計である。
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　　　　　　　年　度

平10 15 18 19 20
品　目 対10年度比 対15年度比

kl kl kl kl kl ％ ％

235 227 106 109 73 31.1 32.2

7 0 0 0 0 0.0 -

43,050 80,613 76,475 69,816 68,067 158.1 84.4

147 1,655 420 399 462 314.3 27.9

0 867 1,095 1,205 1,367 - 157.7

68,567 26,118 28,492 24,338 24,179 35.3 92.6

223,493 158,996 155,038 156,808 162,553 72.7 102.2

3,368 3,443 6,192 3,869 3,066 91.0 89.1

31,408 19,615 15,080 14,578 13,546 43.1 69.1

4,919 3,540 2,602 2,408 1,780 36.2 50.3

21,518 38,409 10,725 8,720 8,655 40.2 22.5

7,816 17,903 30,522 42,989 66,950 856.6 374.0

7,957 8,831 8,087 8,607 7,564 95.1 85.7

6,478 9,445 10,977 9,929 8,767 135.3 92.8

418,964 369,663 345,806 343,774 367,033 87.6 99.3

(注)

単 式 蒸 留 し ょ う ち ゅ う

み り ん

ビ ー ル

果 実 酒

付表１　酒類課税数量の内訳表（税関分）

清 酒

合 成 清 酒

連続式蒸留しょうちゅう

甘 味 果 実 酒

ウ イ ス キ ー

ブ ラ ン デ ー

合 計

発 泡 酒

リ キ ュ ー ル

ス ピ リ ッ ツ 等

そ の 他 の 醸 造 酒 等

１　本表は、主として「国税庁統計年報書」（４月～翌年３月）によった。

２　品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。

３　平成17年度以前の品目別課税数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税数量である。

４　スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

（９　酒類課税数量の推移（税関分））
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付表２　国産品･輸入品別課税数量の推移
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)

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

計

４
　

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等

に
は

原
料

用
ア

ル
コ

ー
ル

を
含

み
、

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

に
は

粉
末

酒
及

び
雑

酒
を

含
む

。

１
　

本
表

は
、

主
と

し
て

「
国

税
庁

統
計

年
報

書
」
（
４

月
～

翌
年

３
月

）
に

よ
っ

た
。

２
　

品
目

は
、

平
成

1
8
年

度
改

正
後

の
酒

税
法

の
品

目
と

し
た

。

連
続

式
蒸

留
し

ょ
う

ち
ゅ

う
単

式
蒸

留
し

ょ
う

ち
ゅ

う
リ

キ
ュ

ー
ル

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等

品
目

３
　

平
成

1
7
年

度
以

前
の

品
目

別
課

税
額

は
、

現
行

の
品

目
に

対
応

す
る

平
成

1
8
年

度
改

正
前

の
酒

税
法

の
種

類
又

は
品

目
の

課
税

額
で

あ
る

。

み
り

ん
ビ

ー
ル

果
実

酒
清

酒
合

成
清

酒
ブ

ラ
ン

デ
ー

発
泡

酒
甘

味
果

実
酒

ウ
イ

ス
キ

ー
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（10　酒税課税額の推移（国税局分及び税関分の合計））
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果実酒及び甘味果実酒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （注） その他は、合成清酒、みりん及びスピリッツ等の合計である。
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　　　　　　　年　度

平10 15 18 19 20
 品　目 対10年度比 対15年度比

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 ％ ％

141,219 106,481 80,316 77,208 74,608 52.8 70.1

3,858 4,965 5,420 5,468 5,071 131.4 102.1

91,830 120,303 117,131 110,292 113,473 123.6 94.3

55,143 110,739 131,213 136,344 128,468 233.0 116.0

2,384 2,327 2,271 2,291 2,228 93.5 95.7

1,366,083 876,103 775,078 761,095 702,407 51.4 80.2

20,292 16,324 18,369 18,748 19,528 96.2 119.6

1,645 949 1,481 1,187 952 57.9 100.3

55,403 36,896 29,462 27,131 27,893 50.3 75.6

10,299 5,374 3,683 3,340 3,060 29.7 56.9

113,257 330,172 213,252 205,744 185,401 163.7 56.2

29,472 55,181 71,154 91,635 113,181 384.0 205.1

8,471 9,117 12,711 14,779 21,416 252.8 234.9

1,138 4,306 84,573 69,188 63,620 5,590.5 1,477.5

外3,779 外4,564

1,900,493 1,679,237 1,546,114 1,524,449 1,461,306 76.9 87.0

(注)

４　平成17年度以前の品目別課税額は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税額である。

ブ ラ ン デ ー

ウ イ ス キ ー

３　品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。

２　合計の外書きは、手持品課税分である。

ビ ー ル

ス ピ リ ッ ツ 等

単 式 蒸 留 し ょ う ち ゅ う

合 計

み り ん

５　スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

リ キ ュ ー ル

そ の 他 の 醸 造 酒 等

果 実 酒

発 泡 酒

１　本表は、主として「国税庁統計年報書」（４月～翌年３月）によった。

甘 味 果 実 酒

付表　酒税課税額の内訳表（国税局分及び税関分の合計）

清 酒

合 成 清 酒

連続式蒸留しょうちゅう

（10　酒税課税額の推移（国税局分及び税関分の合計））
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（11　酒税課税額の推移（国税局分））
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      （注） その他は、合成清酒、みりん及びスピリッツ等の合計である。
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　　　　　　　年　度

平10 15 18 19 20
 品　目 対10年度比 対15年度比

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 ％ ％

141,193 106,450 80,304 77,196 74,600 52.8 70.1

3,858 4,965 5,420 5,468 5,071 131.4 102.1

81,559 101,159 99,042 93,799 97,386 119.4 96.3

55,119 110,137 131,106 136,244 128,352 232.9 116.5

2,384 2,308 2,249 2,266 2,201 92.3 95.4

1,350,877 870,306 768,826 755,741 697,087 51.6 80.1

7,925 5,744 6,163 6,203 6,457 81.5 112.4

1,218 559 833 713 567 46.6 101.4

41,829 28,511 23,253 21,146 22,330 53.4 78.3

8,186 3,885 2,633 2,369 2,340 28.6 60.2

110,919 325,085 211,687 204,467 184,099 166.0 56.6

27,403 51,939 67,003 86,580 106,175 387.5 204.4

5,032 5,418 9,364 11,215 18,267 363.0 337.2

263 3,095 83,076 67,862 62,497 23,763.1 2,019.3

外3,779 外4,564

1,837,765 1,619,562 1,490,960 1,471,268 1,407,428 76.6 86.9

(注)

付表　酒税課税額の内訳表（国税局分）

清 酒

合 成 清 酒

連続式蒸留しょうちゅう

果 実 酒

発 泡 酒

リ キ ュ ー ル

単 式 蒸 留 し ょ う ち ゅ う

み り ん

ビ ー ル

合 計

２　合計の外書きは、手持品課税分である。

ス ピ リ ッ ツ 等

甘 味 果 実 酒

ウ イ ス キ ー

ブ ラ ン デ ー

そ の 他 の 醸 造 酒 等

１　本表は、主として「国税庁統計年報書」（４月～翌年３月）によった。

３　品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。

４　平成17年度以前の品目別課税額は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税額である。

５　スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

（11　酒税課税額の推移（国税局分））




